
 

管路資材に係る資材供給者の承認に関する施行の細目 

 

（平成７年 10 月 31 日工務部長決） 

（最近改正 平成 20 年１月７日工務部長決） 

 

（目的） 

第１条 この細目は、資材等審査委員会設置要綱（平成７年 10月 31 日局長決。以下、「要綱」と

いう。）の規程に基づき、管路資材に係る資材供給者の承認に関する事項を定めることを目的と

する。 

（管路資材） 

第２条 この細目において、管路資材とは次の各号に掲げるものをいう。 

(1) 直管類 

(2) 異形管類 

(3) 配水管用継手類 

(4) 弁栓類 

(5) 鉄ふた類 

(6) 各種コンクリートブロック類 

(7) ボルト類 

(8) パッキング類 

(9) 資材等審査委員会で採用が決定した資材 

(10) その他配水管用資材 

（承認の申請） 

第３条 資材供給者からの承認申請書（以下、「申請書類」という。）は、別紙１のとおりとする。 

２ 申請書類は、工務部（技術監理担当）において受け付ける。 

（承認手続） 

第４条 承認手続きは、別紙２のとおりとする。 

（承認の要件） 

第５条 資材供給者の承認要件は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 書面審査、製品検査及び工場検査において、資材規格（要綱第２条第３号に定める資材規

格をいう。以下同じ。）に適合する製品の生産が確認できること。 

(2) 製品の品質に関して、社内基準等により十分な管理体制が存在すること。 

(3) 承認品の製造が、計画的かつ定期的に行われることが確認できること。 

(4) 工場内の安全管理が行われる体制が存在し、機能していることが確認できること。 

(5) 資材供給者又は代理店が大阪市入札参加資格を有すること。 

（検査の実施） 
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第６条 申請書類を受理した後、書類審査を行い完了後、工場検査及び製品検査を実施する。た

だし、資材供給者が既に他の製品で同じ工場における工場検査を受検している場合、及び、社

団法人日本水道協会の検査工場に登録されている場合は、書類審査のみとすることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、検査用の製品を作成するに当たり、資材供給者に多大な損害を及

ぼすおそれのある場合は、書類検査を行い完了後、工場検査を実施し、製品検査については受

注時とすることができる。 

３ 鉄蓋、弁栓室用ボックス及びかさ上げブロックの検査の実施については、「鉄蓋、弁栓室用ボ

ックス及びかさ上げブロックの資材供給者の承認にかかる検査の実施要領及び検査基準」によ

る。 

（検査の基準） 

第７条 検査の基準は、第５条の各号に掲げるとおりとする。 

２ 鉄蓋、弁栓室用ボックス及びかさ上げブロックの検査の基準については、「鉄蓋、弁栓室用ボ

ックス及びかさ上げブロックの資材供給者の承認にかかる検査の実施要領及び検査基準」によ

る。 

（検査の状況及び結果の報告） 

第８条 資材供給者は、局検査員が検査を行っている状況の写真撮影を行い、製品検査の結果と

ともに提出する。 

２ 前項の写真には、検査日時、検査内容の説明、製品名、資材供給者等を明記した黒板等と検

査員が撮影されていなければならない。 

（工場検査員の構成） 

第９条 工場検査員は、総務部（管財調達担当）、工務部（技術監理担当）又は関係担当課で２名

以上とし、そのうち１名は係長級以上でなければならない。 

（検査費用） 

第 10 条 検査に要する費用、設備及び機材等はすべて資材供給者において負担する。 

（承認内容の変更の届出等） 

第 11 条 資材供給者は、申請書類の内容に変更が生じたときは、遅滞なく様式－５に定める承認

内容変更届出（申請）書を提出しなければならない。 

２ 承認内容変更届出（申請）書には、別紙１に定める承認申請書のうち、変更が生じたものに

ついて添付するものとする。 

３ 次の各号に該当する場合は、変更内容に基づき、再度第６条による検査を実施することがで

きる。その際の検査の実施は第６条に基づくものとし、検査の基準は第７条に基づくものとす

る。 

(1) 製品の形質・寸法及び製品仕様等の変更が生じた場合 

(2) 製造工程及び製造工場所在地等の変更が生じた場合 

(3) 外注委託先に変更が生じた場合 
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(4) その他、資材等審査委員会が、再度検査の実施が必要と認める場合 

４ 前項の承認の手続きは第４条によるものとし、承認の要件は第５条によるものとする。その

他承認に関する要件は、第８条、第９条及び第１０条によるものとする。 

（承認の辞退） 

第 12 条 資材供給者は、承認された製品の全部もしくは一部の製造を中止したとき、又は資材供

給者の承認の辞退を希望するときは、遅滞なく様式－６に定める承認辞退願いを提出しなけれ

ばならない。 

（承認の取消し） 

第 13 条 資材供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、資材供給者の承認を取り消すこと

ができる。 

(1) 資材供給者が、承認の要件に適合しなくなったとき 

(2) 資材供給者が、第 11条に定める申請内容の変更の届出等を怠ったとき 

(3) 第 12 条の規定による承認の辞退があったとき 

(4) 資材供給者又は代理店が大阪市入札参加資格を失ったとき 

(5) 承認申請書等に虚偽の内容があったとき 

(4) 局の購入及び発注工事における資機材の納入に関し、事故又は不正行為があったとき 

(5) 承認製品の使用により、資材供給者の責に帰すべき事由によって水道施設に重大な損害並

びに不具合が生じたとき 

(6) 資材供給者が、不渡手形の発行等により、経営及び信用の状況が著しく悪化したとき 

(7) その他、資材等審査委員会が認める場合 

（事務処理） 

第 14 条 この細目に係る事務処理は、工務部技術監理担当において行う。 

 

附 則 

 この細目は、平成７年 11月 15 日から施行する。 

  附 則 

 この細目は、平成 14年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この細目は、平成 18年８月 22 日から施行する。 

  附 則 

 この細目は、平成 18年 10 月 26 日から施行する。 

  附 則 

 この細目は、平成 19年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この細目は、平成 20年１月７日から施行する。 
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別紙１ 

 

承認関係書類 

 ① 承認（採用）願い（様式－１） 

 ② 日本工業規格表示許可書の写し 

 ③ 日本水道協会検査工場登録（継続）通知書の写し 

 ④ 過去３か年分の本市及び他都市への納入実績表 

 ⑤ 製品図面及び製品仕様 

 ⑥ 関連規格の写し 

 ⑦ 製造設備機器及び製造機器配置図 

 ⑧ 製造工程図 

 ⑨ 各製造工程別の工場写真 

 ⑩ 社内品質管理基準 

 ⑪ 社内安全管理基準 

 ⑫ 会社経歴書及び会社案内（会社カタログでも可） 

 ⑬ 外注委託契約書の写し 

 ⑭ 大阪市入札参加資格承認通知書の写し 

 ⑮ 工業所有権に係る特許公報の写し 

 ⑯ 工業所有権に関する誓約書（様式－２） 

 ⑰ 製品カタログ等 

 ⑱ 見積書（従来型との比較を含む） 

 ⑲ 代理店証明書（様式－３） 

 ⑳ その他技術資料 

 

工場検査関係書類 

 ① 製品（工場）立会い検査願い（様式－４） 

 ② 水道局庁舎から検査場所までの交通機関説明書 

 ③ 最寄りの駅から検査場所までの詳細位置図 

 ④ 検査スケジュール表 

 ⑤ 検査要領書 

 ⑥ 検査チェック用紙 

 ⑦ 承認願い（一式） 
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様式－１（Ａ４） 

 

採用（承認）願い 

 

平成  年  月  日 

 

大阪市水道局長 

 

 

（申請者）                

所 在 地               

会 社 名               

代表者名            印  

（代理店）                

所 在 地               

会 社 名               

代表者名            印  

（代理店がない場合にあっては代理店に係る記載は不要） 

 

 次の製品について、貴局の資材として採用（承認）していただきたく関係書類を添付の上、

申請いたします。 

 

記 

１ 製品名 

 

２ 規格又は商品名 

 

３ 形質・寸法 

 

４ 添付書類 
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様式－２（Ａ４） 

 

誓 約 書 

 

平成  年  月  日 

 

大阪市水道局長 

 

 

（申請者）                

所 在 地               

会 社 名               

代表者名            印  

（代理店）                

所 在 地               

会 社 名               

代表者名            印  

（代理店がない場合にあっては代理店に係る記載は不要） 

 

 貴市が当社製品を水道用資材として使用又は貸渡するなどに際し、工業所有権を侵害し、又

は不正競争に該当するとして第三者と紛争が生じた場合、次の項目について誓約いたします。 

 

記 

 

１ 責任のすべては当社にあり、その第三者との間で責任をもって解決し、貴市には一切ご迷

惑をおかけいたしません。 

 

２ 当社製品を使用又は貸渡しなどをしたことにより、貴市が差止請求、信用回復措置請求を

受けた場合、当社はその一切の費用を負担し、また、貴市が損害賠償請求、補償金請求を受

けた場合、その支払い金額を補填いたします。 
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様式－３（Ａ４） 

 

代理店証明書 

 

平成  年  月  日 

 

大阪市水道局長 

 

 

（申請者）                

所 在 地               

会 社 名               

代表者名            印  

 

 次の会社は、弊社の代理店であることを証明します。 

 

 

 

（代理店）                

所 在 地               

会 社 名               

代表者名            印  
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様式－４（Ａ４） 

 

製品（工場）立会い検査願 

 

平成  年  月  日 

大阪市水道局長 

 

（申請者）                

所 在 地               

会 社 名               

代表者名            印  

（代理店）                

所 在 地               

会 社 名               

代表者名            印  

（代理店がない場合にあっては代理店に係る記載は不要） 

 

 工場検査及び製品検査を次のとおりお願いいたしたく、関係書類を添付の上、申請いたしま

す。 

記 

 

１ 日  時  平成  年  月  日  時  分～  時  分 

 

２ 場  所  工 場 名 

   所 在 地 

   電話番号 

 

３ 製 品 名 

 

４ 規格又は商品名 

 

５ 形質及び寸法 

 

６ 検査内容 

 

７ 添付書類 
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様式－５（Ａ４） 

 

承認内容変更届出（申請）書 

 

平成  年  月  日 

大阪市水道局長 

 

（申請者）                

所 在 地               

会 社 名               

代表者名            印  

（代理店）                

所 在 地               

会 社 名               

代表者名            印  

（代理店がない場合にあっては代理店に係る記載は不要） 

 

 平成  年  月  日付の承認に関して、下記のとおり変更が生じたので、関係書類を添

付の上、申請いたします。 

 

記 

 

１ 製品名 

 

２ 規格又は商品名 

 

３ 形質・寸法 

 

４ 変更事項  （変更前） 

 

        （変更後） 

 

５ 添付書類 
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様式－６（Ａ４） 

 

採用（承認）辞退願い 

 

平成  年  月  日 

大阪市水道局長 

 

（申請者）                

所 在 地               

会 社 名               

代表者名            印  

（代理店）                

所 在 地               

会 社 名               

代表者名            印  

（代理店がない場合にあっては代理店に係る記載は不要） 

 

 平成  年  月  日付の承認に関して、下記のとおり承認を辞退したいので、下記のと

り申請いたします。 

 

記 

 

１ 製品名 

 

２ 規格又は商品名 

 

３ 形質・寸法 

 

４ 辞退理由 
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別紙２ 

  

申請者より承認申請  

 

 
工務部（技術監理担当） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請者より製品（工場）立会い検査願提出

工務部（技術監理担当） 

管路資材分科会 

製品（工場）立会い検査実施の決裁 

申請者より 

製品（工場）立会い検査報告書提出 

＊申請書類のチェック 

＊納入実績のチェック 

＊当局既承認品のチェック 

＊工場及び製品検査実施状況のチェック 

＊工業所有権のチェック 

＊製品の特徴等のチェック 

＊審査の要件に基づき 

・書類審査 

・工場及び製品検査の実施等の検討 

・書類検査のみとする場合、採否の決定 

＊検査願書類のチェック 

＊検査員の選出 

＊検査年月日の決定 

＊工務部（技術監理担当） 

＊工務部（工務担当） 

承認決裁 

申請者・関係先へ通知 

製品（工場）検査実施 ＊検査要領に基づき実施する 

＊工務部（技術監理担当） 

＊決裁にて管路資材分科会会長及び委員への報告、

採否の決定 

＊決裁にて資材等審査委員会委員長への報告、採否

の決定 

不合格の場合 

書類検査のみの場合 

不合格の場合 

合格の場合 
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